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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２６年３月１７日（月） １１時０２分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港本港区桜島フェリーふ頭付近 

鹿児島港本港北防波堤灯台から真方位２５２°４９０ｍ付近 

（概位 北緯３１°３５.８′ 東経１３０°３３.８′） 

事故調査の経過 平成２６年４月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船兼自動車渡船 第五櫻島
さくらじま

丸、６００トン 

 １３１３６２、鹿児島県鹿児島市 

 ４７.００ｍ（Lr）×１３.００ｍ×３.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,０２９kＷ、平成２年２月１４日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳          

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１１年１２月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月１６日 

甲板員Ａ 男性 ３３歳 

 海技免状 なし 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか４人が乗り組み、旅客５７人を乗

せ、車両１７台を積載し、桜島フェリーふ頭に着岸しようと近づい

た。 

甲板員Ａは、着岸準備のため、岸壁側の船尾甲板でウインドラス

（揚錨機）のワーピングドラムに巻き付けてある係船索を引き出そう

としてワーピングドラムを回転させた。 

甲板員Ａは、繰り出されていた係船索が係船索同士で押さえ合うな

どして逆にドラムに巻き込まれ始めたので、係船索を引っ張って外そ

うと思い、ワーピングドラムの横方向から索をつかんだ際、防寒着の

右上腕部にワーピングドラムの端から突出していた係船索の末端が引

っ掛かって巻き込まれそうになり、慌てて右腕を引いたところ、平成



- 2 - 

２６年３月１７日１１時０２分ごろ、右手中指内側の第一関節から先

の皮膚を欠損した。 

甲板員Ａは、傷口を押さえて車両甲板に降り、機関室から車両甲板

に出てきた機関員に、事故が発生したことを伝え、船長への連絡と着

岸作業の交替を頼み、右舷船首にある休憩室に行き、右手中指を輪ゴ

ムで止血した。 

甲板員Ａは、本船が着岸した後、救急車により病院に搬送され、右

中指指尖
し せ ん

部掌側
しょうそく

皮膚
ひ ふ

欠損
けっそん

創
そう

と診断された。 

船長は、船体に損傷はなかったので、甲板員Ａが担当していた離岸

及び着岸作業を機関員に指示し、鹿児島市桜島港に向け出港した。 

事故の連絡を受けた運航管理者は、甲板員Ａの代わりの甲板員を手

配し、本船が桜島港に到着後、乗船させた。 

（付図１ 航行経路図、付表１ ＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ ウイ

ンドラスとワーピングドラム、写真２ ワーピングドラムの事故発

生箇所拡大写真 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

甲板員Ａは、平成１５年４月に甲板員兼機関員として採用されて以

来、約１１年の乗船経験があった。 

甲板員Ａは、通常、作業用手袋を着用して着岸作業を行っていた

が、本事故発生前に手袋を外してトイレ掃除をしており、本事故時は

着用していなかった。 

ワーピングドラムは、直径が約２９cm、胴の長さが約２９cm であ

り、直径約３８mmの係船索が巻かれていた。 

係船索の末端は、ワーピングドラムに細ひもで結び付けられていた

が、本事故時、細ひもが切れてワーピングドラムから突出していた。 

甲板員Ａは、ワーピングドラムの表面に、ペンキのひび割れ及び硬

い錆
さび

があったので、それが鋭利な状態になっていたと思った。 

甲板員Ａは、搬送された病院で４日間の入院に続き、通院治療した

が、皮膚が付かなかったので、翌月に他の病院で手術を受け、約２週

間入院した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、鹿児島港本港区において桜島フェリーふ頭への着岸準備作

業中、甲板員Ａの右手が、回転中のワーピングドラムに触れたことか

ら、ペンキのひび割れか硬い錆に接触し、負傷したものと考えられ

る。 

甲板員Ａは、回転中のワーピングドラムに右腕が巻き込まれそうに
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なり、慌てて右腕を引いた際、右手がワーピングドラムに触れたもの

と考えられる。 

甲板員Ａは、手袋をしないで着岸準備作業を行ったことから、ペン

キのひび割れか硬い錆に接触して負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、鹿児島港本港区において着岸準備作業中、甲板

員Ａの右手が、回転中のワーピングドラムに触れたため、ペンキのひ

び割れか硬い錆に接触したことにより発生したものと考えられる。 

参考 鹿児島市船舶局では、自局の作成した船舶安全管理規程に基づき、

本事故の発生を受けて事故調査委員会を開催し、再発防止のため、今

後は次の措置を講じるよう文書を各船宛て発出し、通常航海業務手順

書（以下「手順書」という。）を改正し、作業時における保護具の着

用及び着岸における詳細な手順を定めた。 

・作業を開始する前に、揚錨機又は係船用機械の作動状態並びに錨

鎖及び索具類の状態を点検すること。 

・揚錨機若しくは係船用機械の運動部分又は巻き込み、繰り出し、

若しくは解き放す場合における錨鎖若しくは索具類には、みだり

に、身体を触れさせ、若しくはこれをまたがせ、又は当該作業に

従事する者以外の者をこれに近寄らせないこと。 

・係留作業に従事する者は、保護具及び保護帽を着用すること。 

・揚錨機若しくは係船用機械の作動又は錨鎖若しくは索具の走行を

人力で調整する作業に従事する者の服装は、袖口、上衣のすそ等

が巻き込まれるおそれのないものとすること及び保護眼鏡を装着

すること。 

・係留作業に従事する者は、自分自身のみならず陸上作業員が、海

中に転落したり、係留索の急な緊張等により危害を受けることの

ないよう注意を怠らないこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、手順書に記載されている作業手順に従うこと。 

・船長は、ワーピングドラム等の回転部にあるペンキのひび割れや

硬い錆が接触すると怪我
け が

をするおそれがあるので、日頃から回転

部の整備に心掛けること。 



 

 

 

付図１ 航行経路図 
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付表１ ＡＩＳ記録（抜粋） 
 

時刻 

（時：分：秒） 

対地速力 

(kn) 

北緯 

（°－′－″） 

東経 

（°－′－″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

11:00:10 1.7 031-35-50.4 130-33-49.7 241 047 

11:02:10 0.0 031-35-49.4 130-33-48.7 154 051 

11:03:10 0.0 031-35-49.2 130-33-48.6 135 051 

11:04:31 0.0 031-35-49.2 130-33-48.6 135 052 

11:05:31 0.0 031-35-49.2 130-33-48.7 135 052 

（注）船位は、船橋上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 

 

 

写真１ ウインドラスとワーピングドラム 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ワーピングドラ

ムのこの面に触

れて、甲板員Ａ

は、右手中指を

負傷した。 

ウインドラス

（揚錨機） 

係船索 
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写真２ ワーピングドラムの事故発生箇所拡大写真 
 

 
 

 

 

回転中のワーピングドラムに触れ

たことから、ペンキのひび割れか

硬い錆に接触し、負傷したものと

考えられる。 


